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（注1）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）」又は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号）」に基
づく情報の公表義務（努力義務は含まない）のある企業が対象となる

（注2） 任意開示書類に明らかに重要な虚偽記載があることを知りながら参照するなど、当該参照する旨の記載自体が有価証券報告書の重要な虚偽記載になりうる場合を除けば、単に任意開示書
類の虚偽記載のみをもって、金融商品取引法の罰則や課徴金が課されることにはならない

サステナビリティ情報の「記載欄」の新設に係る改正（2023年1月31日公布・施行）

 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告（2022年６月公表）を踏まえ、有価証券報告書にお
けるサステナビリティ情報の「記載欄」を新設し、「ガバナンス」及び「リスク管理」については全ての企業が開
示し、「戦略」及び「指標及び目標」については各企業が重要性を判断して開示する（2023年３月期から適用）

（１）ガバナンス
サステナビリティ関連のリスク及び機会に対するガバナンス体制
（記載イメージ：取締役会や任意に設置した委員会等の体制や役割等）

（２）戦略
サステナビリティ関連のリスク及び機会に対処する取組み
（記載イメージ：企業が識別したリスク及び機会の項目とその対応策等）

人的資本について、人材育成方針や社内環境整備方針

（３）リスク管理
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別・評価・管理するために用いるプロセス
（記載イメージ：リスク及び機会の識別・評価方法や報告プロセス等）

（４）指標及び目標
サステナビリティ関連のリスク及び機会の実績を評価・管理するために用い
る情報（記載イメージ： GHG排出量の削減目標と実績値等）

人材育成方針や社内環境整備方針に関する指標の内容、当該指標による
目標・実績

女性管理職比率、男性育児休業等取得率、男女間賃金格差については、
「従業員の状況」で記載

有
価
証
券
報
告
書
（
主
な
項
目
）

第一部 企業情報

第1 企業の概況

 従業員の状況等

第2 事業の状況

 経営方針、経営環境及び対処すべ
き課題等

 サステナビリティに関する考え
方及び取組（新設）

 事業等のリスク

 経営者による財政状態、経営成績

及びｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰの状況の分析等

第3 設備の状況

第4 提出会社の状況

 コーポレート・ガバナンスの状況

第5 経理の状況

 連結財務諸表、財務諸表等

：

全企業が開示

重要性を判断
して開示

全企業が開示

全企業が開示

重要性を判断
して開示

全企業が開示

全企業が開示
(注1）

（記載に当たっての留意事項）
 詳細情報について、任意開示書類（統合報告書、データブック等）の参照も可能（注2）

 記載した将来情報が、実際の結果と異なる場合でも、合理的な仮定等に基づき、適切な検討を
経たものであれば、直ちに虚偽記載等の責任を負うものではない

サステナビリティに関する考え方及び取組
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サステナビリティ開示の重要性

はじめに

（省略） さらに、「成長と分配の好循環」を柱とする「新しい資本主義」の実現に向けた議論も進んでい

る。この議論では、現在の資本主義経済が抱える、持続可能性の欠如、中長期的投資の不足、気候変

動問題の深刻化といった議題に対応し、資本市場の機能発揮を促すとの観点から、企業情報の開示の

あり方の検討が求められている。

（中略）

Ⅰ．サステナビリティに関する企業の取組みの開示

１．サステナビリティ全般に関する開示 （１）サステナビリティ開示を巡る状況

我が国では、2020年10月、政府として2050年のカーボンニュートラルを目指すことが宣言され、サステ
ナビリティに関する取組みが企業経営の中心的な課題となるとともに、それらの取組みに対する投資家

の関心が世界的に高まっている。

同時に、サステナビリティ開示の基準設定やその活用の動きが急速に進んでいる。

まず、気候変動分野では、近年、金融安定理事会（FSB）の下に設置された気候関連財務情報開示タス
クフォース（TCFD）のフレームワークの活用が進んでいる。我が国では、TCFDの活用を促すため、2019年
５月、経済界等の呼びかけにより、「TCFDコンソーシアム」が設置され、TCFDのフレームワークに沿った開
示を行う上での疑問点や望ましい開示内容について、投資家と企業による双方向の議論が進められて

きた。そうした結果、グローバルに事業を展開している日本企業を中心に、統合報告書やサステナビリ

ティ報告書などの任意開示書類等におけるサステナビリティ開示が進展しており、我が国のTCFDの賛同
機関数は世界一の800機関となっている（本年４月15日時点）。

金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告（2022年６月公表）（抄）
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G7声明におけるサステナビリティ開示への言及

Ⅱ.世界経済の強靱性の強化

金融の持続可能性と健全性

21. 我々は、一貫性があり、比較可能で信頼できる、気候を含むサステナビリティ情報開示に対するコミットメントを
強調する。我々は、投資を動員し、イノベーション、生産性向上及び排出削減の潜在力を引き出す助けとなる、サス
テナビリティ情報の入手可能性を強化するための取組を歓迎する。我々は、国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）が、サステナビリティに関する全般的な報告基準及び気候関連開示基準を最終化し、また、グローバルに相
互運用性のあるサステナビリティ開示枠組の達成に向けて取り組むことを支持する。 我々は、ISSBによる、その作
業計画の市中協議に沿った、生物多様性及び人的資本に関する開示に係る将来の作業に期待する。これは、生物
多様性、従業員への投資並びに多様性、公平性及び包摂性に関する活動による企業の価値創造を投資家が評価
する能力を強化しうる。我々は、証券監督者国際機構（IOSCO）によるISSBの2つの基準を承認するかどうかに関する
議論に期待する。また、我々は2023年9月に発表予定の自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の最終版の
枠組に期待するとともに、TNFDとISSBが協力を継続することを奨励する。

＜気候＞

21.我々は、パリ協定第 2条 1cに従って、温室効果ガスについて低排出型であり、及び気候に対して強靱である発
展に向けた方針に資金の流れを適合させる我々自身の取組を加速することにコミットする。我々は、特に、クリーン
技術や活動の更なる実施及び開発に焦点を当てた民間資金を含む資金を動員することの重要性を強調する。我々
は、気候を含む持続可能性に関する情報の一貫性、比較可能性、及び信頼性のある情報開示へのコミットメントを
強調する。我々は、国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）が、持続可能性に関する全般的な報告基準及び気
候 関連開示基準を最終化し、またグローバルに相互運用性のある持続可能性開示枠組の達成に向けて取り組む

ことを支持する。我々はまた、ＩＳＳＢによる、その作業計画の市中協議に沿った、生物多様性及び人的資本に関す
る開示に係る将来の作業に期待する。

（略）

G7財務大臣・中央銀行総裁声明 （2023年5月13日公表）（抄）

G7広島首脳コミュニケ （2023年5月20日公表）（抄）



サステナビリティ開示基準の国際的な動向

 2021年11月3日、国際会計基準財団（IFRS財団）は、「国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）」の設置を公表。

 2023年6月26日、ISSBは、「全般的な開示要求事項（S1基準）」及び「気候関連開示（S2基準）」を最終化。

 2023年9月1日を期限に、ISSBは、今後の基準策定における優先アジェンダ（例：生物多様性、人的資本等）を決定
するための情報要請の市中協議を実施。

サステナビリティ
基準委員会
（SSBJ）

企業会計
基準委員会
（ASBJ)

財務会計基準機構（FASF）
（※国内の会計基準開発等を行う公益財団法人）

意
見
発
信

新設（2022年7月）

国際会計基準
審議会（IASB）

国際サステナビリティ
基準審議会（ISSB）

新設（2021年11月3日）

拠点 メンバー

ロンドン
フランク
フルト サンフラ

ンシスコ

モントリ
オール

北京 東京

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の概要 日本における基準開発及び意見発信

※議長1名・副議長2名のほかに、
日本人1名（小森博司氏）を含む
11名の理事が就任

公的監視機関
「モニタリング・ボード」

金融庁が議長国

（2023年6月に開設）

評議員会

理事

小森博司
（日本）
（元GPIF

市場運用部次長）

エマニュエル・
ファベール（仏）
（元ダノンCEO）

議長

（出所）エマニュエル・ファベール氏、小森博司氏の顔写真はIFRS財団ホームページから掲載 - 7 -



（注1）ISSB（国際サステナビリティ基準審議会）、IAASB（国際監査・保証基準審議会）、IESBA （国際会計士倫理基準審議会） （注2）ISSB、米国については、気候関連開示に関する規則案について記載
（注3）米国の「大規模」とは大規模早期提出会社（時価総額700百万ドル以上等の要件を満たす会社）のこと。「早期・非早期」とは、早期提出会社（時価総額75百万ドル以上700百万ドル未満等の要件を満たす会社）及び
非早期提出会社（大規模早期提出会社及び早期提出会社の要件を満たさない会社）のこと。「小規模」とは小規模報告会社（時価総額250百万ドル未満等の会社）のこと。

（注4）CSRDにおける「中小会社」は、従業員250人以下の企業 （注5）EU市場での純売上高が大きいEU域外企業グループ
（注6）英国では、2023年８月にISSB基準に基づいたサステナビリティ開示基準（UK SDS：Sustainability Disclosure Standards）を2024年７月までに最終化することを公表している。

我が国におけるサステナビリティ開示のロードマップ（2023年8月時点）
 我が国のサステナビリティ開示の充実に向けて、将来の状況変化に応じて随時見直しながら、以下のような取組み
を進めていくことが考えられる

2023年 2024年 2025年 2026年以降

ISSB（注1） －

日本
上場会社等

（金融商品取引
法適用会社）

位置付けの明確化
法定開示への取込み

を検討

前提となる開示基準の策定や国内外の動向を踏まえて検討

「記載欄」を新設

SSBJ

有価証券報告書

米国 大規模

早期・非早期

小規模

2022年３月
SEC気候関連
開示規則案

適用Scope1,2
2026年
合理的保証

適用Scope1,2 Scope3追加 限定的保証
（Scope1,2）

Scope3追加

適用Scope1,2

2023年6月
全般（S1）、気候（S2）基準 最終化

※合理的保証へ移行適用
限定的
保証

2026年適用限定的
保証

適用
限定的
保証

※合理的保証へ移行

IAASB（注1）

IESBA（注1）
－

• 新基準の開発
（2023年8月公開草案公表）

• 倫理規則の改訂
（2023年中公開草案承認予定）

保証のあり方を議論（担い手、保証基準・範囲・水準、制度整備等）

人材育成（作成・保証・利用者）

• 新基準は2024年9月最終化予定
• 倫理規則は2024年12月最終化予定

2028年適用限定的
保証

第三者による保証

限定的保証
（Scope1,2）

2027年
合理的保証

我が国における開示基準の検討

対象

その他の基準の検討

※ 米国のロードマップは、2022年３月
に公表されたSEC規則案ベース
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～2025年3月
日本版S1、S2基準最終化予定

EU NFRD適用
欧州上場企業等

EU指令
CSRD・ESRS

欧州上場中小会社等

NFRD適用外大会社

EU域外企業（注5）



サステナビリティ開示に関するISSB基準の最終化

 2023年6月26日、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）は全般的な開示要求事項（S1基準）及
び気候関連開示（S2基準）基準を最終化

全般的な開示要求事項
（S1基準）

気候関連開示
（S2基準）

ISSB基準の概要

• 全ての重要なサステナビリティ関連のリスクと機会を開示するための全般的な開示要件を
設定 （例）重要性の判断、開示場所に関する要件等

• TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言における4つの構成要素（ガバナンス、
戦略、リスク管理、指標と目標）を、気候からサステナビリティ関連のリスクと機会に拡大

• 企業の気候関連のリスクと機会に関する開示要件を設定
• TCFDの4つの構成要素（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）に基づき、TCFD の
開示要件から一部追加あるいは詳細化した要件を設定

• TCFD との主な違いは、温室効果ガス（GHG）排出量のScope 3（注1）の開示の要求（※た

だし適用初年度の開示は省略可能）、及び業種別指標の開示の要求（※業種別適用ガイ
ダンスに記載の指標を参照の上で、適用可能性を検討しなければならないとされている）

 IFRS S1及びS2基準の発効時期（2024 年1 月1 日以後開始する年次報告期間から）や、企業の規模
等に応じた段階的な適用を容認する救済措置なども踏まえ、日本版S1プロジェクト及び日本版S2プロ
ジェクトは、以下の時期を目標とすることが考えられる。

（参考）SSBJにおける現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画（2023年8月3日改訂）

（注1）Scope 1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、Scope 2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope 3 : Scope 1、Scope 2以外の間接排出（事業者の活動に
関連する他社の排出）

（出所）IFRS財団プレスリリース（2023年7月24日公表）、同プロジェクトサマリー（2023年6月26日公表）、SSBJ「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」（2023年8月3日改訂）

1 公開草案の目標公表時期 2023年度中（遅くとも2024年3月31日まで）

2 確定基準の目標公表時期 2024年度中（遅くとも2025年3月31日まで）
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IOSCOによるISSB基準へのエンドースメント

IOSCOによるエンドースメント公表

- 10 -

 2023年7月25日、証券監督者国際機構（IOSCO）は、ISSBのサステナビリティ開示基準である

IFRS S1基準及びS2基準をエンドースメント（※）することを決定した旨公表

（※） IOSCO のエンドースメントは、IOSCO の130 のメンバーが、ISSB 基準が採用、適用、またはその他の

方法により情報提供する方法の検討に資する

 ISSB基準がサステナビリティ関連情報の利用を進展させるためのグローバルなフレームワー

クとして、また、グローバルに統合された金融市場が関連するサステナビリティのリスクと機会

を正確に評価するためのフレームワークとして適切であると判断

 IOSCOは現在、投資家向けの一貫性があり比較可能な気候関連及びその他のサステナビリ

ティ関連開示を促進する形で、ISSBの基準が各法域の取り決めの中で採用、適用、またはそ

の他の方法により情報提供される方法を検討するよう、IOSCOメンバー法域に対して呼びかけ

ている

 また、同日にIFRS 財団が公表した「IFRS S1 基準及びIFRS S2 基準の適用に向けた各法域

の道のり - アドプションガイドの概要」を歓迎

（出所）IOSCOプレスリリース（2023年7月25日公表）
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「G20/OECDコーポレートガバナンス原則」改訂の概要

 気候変動やCOVID-19ショック等に伴う経済・社会環境の変化を踏まえ、OECDコーポレートガバナンス委員会（議長：神田財
務官）は、「G20/OECDコーポレートガバナンス原則」の見直し作業を開始。2021年10月、G20ローマ・サミットにおいて原則見
直し作業の着手が承認。2022年11月、G20バリ・サミットにおいて作業の進捗が歓迎。市中協議（2022年9-10月）及びコーポ
レートガバナンス委員会での採択を経て、2023年6月、OECD閣僚理事会にて原則改訂案を採択2023年7月にG20財相・中銀
総裁会合、2023年9月にG20ニューデリー・サミットにて承認。

 同原則は、G20首脳に承認された企業統治分野における唯一の国際基準であり、G20メンバー国やOECD加盟国を含む世界
中の先進国・新興国53カ国が準拠。金融安定理事会や世界銀行も金融分野の重要な基準として各国の企業統治の規制枠
組みを評価する際に利用。

企業による株式市場へのアクセスの改善
株式市場は企業の資金調達や資本の効率的配分に不可欠。近年上場企業数が減少する中、投資家保護を促進しつつ、企業
の資本へのアクセスの改善や家計に対する投資機会の提供に資する各法域の努力を支援。

企業の持続可能性と強じん性の向上に資するコーポレートガバナンス
COVID-19ショックを踏まえ、変化する環境に事業戦略を柔軟に適合させ、事業価値を長期的に向上させるという課題に企業が
対応するためのコーポレートガバナンスの枠組みを提供。

改訂の目的

背景等

サステナビリティ
サステナビリティに関する国際的な開示基準が策定されつつある中、改訂された原則では新章として第6章「Sustainability and
resilience」を追加。情報開示やコーポレートガバナンスの枠組みに関する新たな原則を追加。

機関投資家のスチュワードシップ活動
機関投資家の資産運用額は増加を続け、多数の国で上場会社の最大株主となっている。特に大手機関投資家によるインデッ
クス型投資が増加しているが、この投資戦略はエンゲージメントを行うインセンティブが相対的に低い。機関投資家による説明責
任や企業へのエンゲージメントについて原則の内容を改訂。ESG評価・データ提供機関についても文言を追加。

改訂の主な内容
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人的資本、多様性に関する開示の意義

 「新しい資本主義」の実現に向けた議論の中では、人への投資の重要性が強調され
ている。具体的には、人件費を単にコストと捉えるのではなく、人的投資が持続的な
価値創造の基盤となることについて、企業と投資家で共通の認識をすることを目指し
ている。

 人的資本や多様性については、長期的に企業価値に関連する情報として、近年、機
関投資家においても着目されており、企業価値との関係を示す研究結果も存在して
いる。

我が国においても、投資家の投資判断に必要な情報を提供する観点から、人的資
本や多様性に関する情報について以下の対応をすべきである。

i. 中長期的な企業価値向上における人材戦略の重要性を踏まえた「人材育成方
針」（多様性の確保を含む）や「社内環境整備方針」について、有価証券報告書
のサステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」の枠の開示項目とする

ii. それぞれの企業の事情に応じ、上記の「方針」と整合的で測定可能な指標（イン
プット、アウトカム等）の設定、その目標及び進捗状況について、同「記載欄」の
「指標と目標」の枠の開示項目とする

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」
－中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて－ （2022年6月13日）



人的資本を重視する社会の実現に向けて

【ニューヨーク証券取引所における岸田総理大臣スピーチ】 （2022年9月22日）（抄）

これからの課題は、未来への投資を進め、次々と新たな価値が創造される経済を作り上げることだ。
日本の五つの優先課題を紹介する。

第１に、「人への投資」だ。

デジタル化・グリーン化は経済を大きく変えた。これから、大きな付加価値を生み出す源泉となるのは、有
形資産ではなく無形資産。中でも、人的資本だ。
だから、人的資本を重視する社会を作り上げていく。

まずは労働市場の改革。日本の経済界とも協力し、メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕組みを、
個々の企業の実情に応じて、ジョブ型の職務給中心の日本に合ったシステムに見直す。

これにより労働移動を円滑化し、高い賃金を払えば、高いスキルの人材が集まり、その結果、労働生産性
が上がり、更に高い賃金を払うことができるというサイクルを生み出していく。

そのために、労働移動を促しながら、就業者のデジタル分野などでのリスキリング支援を大幅に強化す
る。

日本の未来は、女性が経済にもたらす活力に懸かっている。「女性活躍」が重要だ。若い世代の意識は
明らかに変わってきた。この１０年で、３５歳未満の女性正社員の割合は、１０パーセント、６０万人増えた。
この世代の人口が１２０万人減少したにも関わらずだ。

我々は、女性の活躍を阻む障害を一掃する決意だ。なぜなら、正に女性が日本経済の中核を担う必要が
あるからだ。

女性がキャリアと家庭を両立できるようにしなければならない。両方追求できない理由はない。これは、出
生率低下を食い止めるためにも効果がある。来年４月にこども家庭庁を立ち上げ、子ども子育て政策を抜
本的に強化していく。これは、日本の人口減少の構造的課題の克服を目指した画期的な政策である。

賃金システムの見直し、人への投資、女性活躍。これら人的資本に係る開示ルールも整備することで、
投資家の皆さんにも見える形で取組を進め、また、国際ルールの形成を主導していく。

- 14 -https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0922speech.html
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人的資本の開示の重要性に関する論拠（抜粋）

急激に変化する経営環境に適応できるよう、企業は経営戦略を立案・調整する必要がある。また、経営戦略を実
現するため、企業活動を支える最も重要な資本である人的資本が、経営戦略にフィットするものとなるよう人材戦
略を立案・実行する必要がある。

企業が中長期的な企業価値向上に向けて目標として掲げる人材戦略や、その進捗状況に関する経営者からの説
明は、多くの投資家にとって有益である。

人的資本開示は、長期的な企業価値に関連する情報として投資家から必要とされている

人的資本の開示は、気候対応を効果的に進めることにも寄与しうる

気候対応にかかる専門的な知見を有する人材の不足が世界的に深刻な課題として認識されている。

人的資本開示を通じて、人材育成に伴う支出が、単なる費用ではなく、将来的な企業価値の向上につながる積極
的な投資として捉えられれば、気候対応に関する専門的な知見を有する人材育成を後押しすることも期待される。

人的資本開示には、企業価値創造において重要な役割を果たすイノベーションに関連する情報も含まれうる

企業価値創造において、イノベーションは重要な役割を果たす。イノベーションは、創造的アイデアによって生み出
されるもので、それは有能で多様性に富み、意欲的な人材が相互に作用し合う環境の中でこそ生まれる。

企業の戦略実現に関するイノベーションを生み出すために必要となる専門知識を身につけるための「労働力への
投資」、多様性に関する「DEI」、従業員の意欲やエンゲージメントに係る「従業員エンゲージメント」といった情報は、
投資家が企業の価値創造を理解する上で有用な情報となりうる。

人的資本の開示は、投資家が企業の価値創造を評価する上で有益な情報を提供する。
また、人的資本の開示は、気候対応等にも寄与しうる。
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機関投資家が評価する企業の女性活躍推進と情報開示

機関投資家が考える女性活躍の推進が企業の成長につながる４つのポイント

 機関投資家の多くは、女性活躍を含むダイバー
シティの推進により多様な視点が入ることで、企
業においてイノベーションがおこると考えている。

※ 「ESG投資における女性活躍情報の活用状況に関する調
査研究アンケート調査（内閣府、2018）」において、回答者の
85.4％が「ダイバーシティの確保がイノベーションに繋がるこ
となどが期待できる」と回答

イノベーション

長時間労働が続くような企業では現場が疲弊し、
ミスが生じたりして業務効率が悪いことは明白。

働き方改革が進み生産性が向上することは、企
業の成長に欠かせない要素。

従業員のモチベーションも高まり、さらに良い商品
やサービスを生み出すことにもつながる。

少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少して
いくからこそ、女性は男性とともに重要な労働
力になっていく。

女性活躍の推進をはじめとするダイバーシティ
の推進・多様性の実現は、職場を魅力的にし、
新規人材の確保だけでなく、既存人材の定着
にもつながるため、企業はさらに成長する。

多くの機関投資家は、女性活躍に関する情報が「企業の業績に長期的には影響がある情報」で
あり、女性活躍の推進が長期的に企業の成長につながっていく、と考えている。

均質な人材プールが集団をグループシンク（同質
思考）に導き、物事を多様な視点から評価・判断
する能力を失わせ、大きな危機を招く。

ダイバーシティが進み、それぞれの従業員が多様
な視点から議論や評価、判断、業務のチェックを
することで、企業にとってのリスクを回避・低減さ
せ、成長につながる。

働き方改革による生産性向上

人材の確保（採用、リテンション対策） ダイバーシティによるリスク低減

（出所）内閣府「機関投資家が評価する企業の女性活躍推進と情報開示」（2018年） https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/pdf/30esg_research_02.pdf



（出所）金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説」（2023年5月）

人的資本開示に関する足元の動向

 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正（2023年１月31日公布・施行）に基づき、有価
証券報告書における人的資本、多様性に関する開示が、2023年３月期から開始された。

 金融庁では、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」（2022年12月27日公
表）における提言を踏まえ、「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」の配信や、投資家・ア
ナリスト及び企業の方々と勉強会を開催、「記述情報の開示の好事例集」を公表・更新し、人的
資本に関する開示がより良いものになるよう、後押ししていく。
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 サステナビリティ情報の『記載欄』を新設
• 「ガバナンス」と「リスク管理」は、全ての企業が開示
• 「戦略」と「指標と目標」は、各企業が重要性を判断して開示

人的資本

 「人材育成方針」、「社内環境整備方針」を記載項目に追加

多様性

 「男女間賃金格差」、「女性管理職比率」、「男性育児休業取得率」
を記載項目に追加

取締役会の機能発揮

 「取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況」の『記載欄』
を追加

新設（
府
令
改
正
事
項
）

充実
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ISSBによる情報要請「アジェンダの優先度に関する協議 」の概要

情報要請（Request for Information）

i. 新たなリサーチ及び基準設定プロジェクト
の開始

ii. ISSB基準（IFRS S1及びS2）の導入の支援
iii. ISSB基準の的を絞った拡充のリサーチ
iv. サステナビリティ会計基準審議会（SASB）
の基準（SASBスタンダード）の向上

（出所）IFRS財団「情報要請 アジェンダの優先度に関する協議」（2023年5月）

 ISSBは、今後２ 年間（2024～2025年）の基準策定における優先アジェンダを決定するための情報要
請の市中協議を実施した（公表:2023年５月４日、期限：９月１日）。

 ISSBの活動の戦略的方向性及びバランスに関して、以下の活動の優先順位付けが求められた（質
問１）。

「新たなリサーチ及び基準設定」において、優先順位
が高いとされた潜在的なトピック

A)生物多様性、生態系及び生態系サービス

B)人的資本

C)人権

D)サステナビリティ報告と財務報告における
統合（integration in reporting）
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金融庁からのコメント・レター提出

 2023年８月30日、金融庁は、ISSBによる情報要請「アジェンダの優先度に関する協
議 」に対してコメント・レターを送付。

【IFRS財団HP】 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/issb-consultation-on-agenda-
priorities/rfi-cls-agenda-priorities/#view-the-comment-letters 

【金融庁HP】 https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20230831/20230831.html

 本コメント・レターにおいて、ISSBによる情報要請に記載されたISSBの活動、潜在的
な新たなリサーチ及び基準設定プロジェクトはいずれも重要であることを認めつつも、

人的資本プロジェクトがISSBの様々な活動に資すると考えられることから、人的資本
プロジェクトの優先度が高いと考えていると表明。

ISSBは、情報要請に寄せられたコメントを踏まえ、優先アジェンダを後日決定。
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米国証券取引委員会（SEC）の投資家助言委員会による人的資本開示に関する勧告

 米国証券取引委員会（SEC）は、2020年8月、非財務情報に関する規則を改正し、新たに人的資本についての開
示を義務付けることを公表し、2020年11月から適用

 SECの投資家助言委員会（IAC）は、2023年9月、SECに対し、企業戦略の中での人材配置などの記述情報等、
現行の人的資本開示にかかる規制の拡充を求める勧告

 2020年改正規則における人的資本の開示に関する内容は以下のとおり

• 事業の説明（Description of the business）箇所において、事業を理解する上で重要（material）な範囲で、会社の人的資本
（human capital resources）についての開示が求められる

• 当該人的資本・人的資源には、①人的資本についての説明（従業員の人数を含む）、②会社が事業を運営する上で重視する
人的資本の取組みや目標（例えば、当該会社の事業や労働力の性質に応じて、人材の開発、誘致、維持に対応するための取
組みや目的など）を含む

 企業の人的資本の開示に関する現行のレギュレーションS-K第101(c)項において、発行体企業に対して以下の
情報開示を求める

 フルタイム、パートタイム又は派遣労働者によって分類された、雇用者の数

 離職率又はこれに相当する労働力の安定性に関する指標

 主な報酬の構成要素別に分解された、人件費

 投資家が、企業の新しい人材リソースへのアクセスや開発の取り組みを理解し、その有効性を評価するため
に十分な、労働分配（workforce demographic）に関する情報

 更に記述情報として、「マネジメントの考察と分析（米国にて義務付けられている、経営者による経営戦略、経営
成績等の開示（MD&A））」の中で、以下の開示を求める

 企業の労働慣行、報酬、人員配置に関し、より広範な企業戦略の中での位置付け

 特に、経営者が投資とみなす人件費の割合とその理由。具体的には、企業の成長を促進する分野（研究開発
等）と、現在業務を維持するために必要な分野（コンプライアンス等）に対する、労働力の分配状況

勧告の概要
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○ 2022年度は、2023年１月に改正した「企業内容等の開示に関する内閣府令」を踏まえ、新たに開示が求
められる「サステナビリティ情報」に関する開示等を取りまとめ、「記述情報の開示の好事例集2022」と
して公表（2023年１月、同年3月最終更新）。

○ 現在、2023年度版の公表に向け、作業中。

2019年3月に初めて公表した「記述情報の開示の好事例集」について、投資家・アナリスト及び企業
からなる勉強会を開催し、その後に公表された有価証券報告書における好事例を公表・更新。

記述情報の開示の好事例集

「記述情報の開示の好事例集」の概要

- 22 -
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投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント：人的資本、多様性 等

• 人的資本可視化指針で示されている2つの類型である、独自性（自社固有の戦略や、ビジネスモデルに

沿った取組み・指標・目標を開示しているか）と比較可能性（標準的指標で開示されているか）の観点を

適宜使い分け、又は、併せた開示は有用

• KPIの目標設定にあたり、なぜその目標設定を行ったのかが、企業理念、文化及び戦略と紐づいて説

明されることは有用

• マテリアリティをどう考えているのかについて、比較可能性がある形で標準化していくことは有用

• グローバル展開をする企業は、サステナビリティ情報の開示において、例えば、人権に関する地政学リ

スク等、ロケーションについて着目することも有用

• 独自指標を数値化する場合、定義を明確にし、定量的な値とともに開示することは有用

• 過去実績を示したうえで、長期時系列での変化を開示することは有用

• 背景にあるロジックや、前提、仮定の考え方を開示することは有用

• 人的資本の開示にあたり、経営戦略をはじめとする全体戦略と人材戦略がどう結びついているかを開

示することは有用

記述情報の開示の好事例集2022（2023年1月31日公表）
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ※（1/4）有価証券報告書（2023年３月期） P31-38 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（3）人的資本
① ガバナンス
人的資本に関するガバナンスは、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 サス
テナビリティに関する考え方及び取組（1）サステナビリティ経営 ①ガバナンス」
をご参照ください。

② 戦略
[人財戦略―すべての戦略を支える「人財・組織力の最大化」]
技術の進化が著しいITサービス業界において、顧客ニーズや技術のトレンドを掴

み、イノベーションを生み出し続けるためには、多様かつ優秀な人財が不可欠です
。また、長期にわたる強固な顧客基盤から得たお客様業務ノウハウやアプリケーシ
ョンノウハウは人と組織に蓄積されるため、人財は当社グループの競争力の源泉で
あり、最も重要な経営資源です。

Group Vision「Trusted Global Innovator（お客様から長期的に信頼されるパー
トナー）」にも示すとおり、当社グループは長期的な視点で、働く一人ひとりの多
様性を尊重することによって、グローバルに通用する創造力を培い、刺激し、更に
成長させていきます。

そのような考えから、2022年度～2025年度の中期経営計画においても、「人財・
組織力の最大化」をサステナブルな社会を実現するための土台と位置付け、最優先
で取り組むべきテーマとしています。

Foresight起点のビジネス構想力（コンサル人財）、先進技術活用力（テクノロジ
ー人財）の向上により、顧客提供価値を高めるとともに、グループシナジーを発揮
することで、真のグローバル企業をめざします。

■中期経営計画（2022～2025年度）戦略の全体像

[人財育成方針・DEI推進方針・社内環境整備方針（Best Place to Workの実現）]
当社グループは、高度な専門性と変化への対応力を有するプロフェッショナル

人財やグローバルで活躍できる人財の育成に注力しており、社員の多様な専門
性・志向に応じた育成体系及び幅広いコンテンツの整備に加え、コミュニティ学
習を通じた共創や学びあうカルチャーの醸成を推進しています（Advanced
Training）。
また、性別・国籍・性的指向・障がい・スキル・職歴等によらず多様な人財が

活躍できるカルチャーを実現します。高い専門性に応じた多様なキャリアパスを
実現する制度を整備しています（Promote Diversity Equity ＆ Inclusion）。
業務プロセスと目的に応じて働く場所や時間を柔軟に設定できる環境を整備す

ることで、一人ひとりが活躍しやすい企業へと変革していきます（Future
Workplace）。
これらを通じて、各戦略の実行を支える人財・組織力を最大化し、 Best Place

to Work を実現することで将来にわたっての企業価値を高めていきます。

■中期経営計画（2022～2025年度）戦略5「人財・組織力の最大化」の全体像

※2023年7月1日付で、株式会社NTTデータグループに社名変更
多様性人材 社内

- 25 -



株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（2/4）有価証券報告書（2023年３月期） P31-38 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

■プロフェッショナルCDPの人財タイプ

*国内会社においては、プロフェッショナルCDP の名称で実施。海外会社においてはNTT DATA
Learning Certification Institute （NLCI）の名称で同等の内容で実施しており、認定者数等
は合算値。

■「日本国内で採用した人財」向けの階層別グローバル人財育成フレーム

1.「Advanced Training」
（高度な専門性と変化への対応力を有するプロフェッショナル人財の育成）
・社員が高度な専門性と変化対応力を有するプロフェッショナル人財となることを
目的に、当社におけるめざすべき人財像や成長の道筋を示し、その専門性とレベル
を認定する制度として「プロフェッショナルCDP（Career Development Program）」
を2003年以降、約20年にわたり運用しています。「プロフェッショナルCDP」は、若
手社員から役員までの一人ひとりの自律的な成長を支援するもので、「プロがプロ
を育てる」という思想にもとづき、所属組織のタテの関係性のみでなく、組織を越
えた専門性のカテゴリーによるヨコ、ナナメで指導しあう仕組みとして機能してい
ます。2022年度には国内外*で19,400人が新規認定され、延べ106,300人超が当社グ
ループで認定されています。
・プロフェッショナルCDPは、事業環境、テクノロジーの変化に応じて進化を続けて
います。2019年度には「ビジネスディベロッパ」、「データサイエンティスト」、
2020年度にはITスペシャリストの専門分野に「クラウド」を追加、2021年度にはデ
ジタルビジネスを牽引する人財として「デジタルビジネスマネージャ」、エンド
ユーザー視点で新たな価値を提案する「サービスデザイナ」、プロジェクトマネー
ジャの新たな区分として「アジャイル」を追加、2022年度には「ITサービスマネー
ジャ」に顧客価値向上の観点を追加しています。

（グローバルマーケットで活躍できる人財の育成）
・海外事業の急速な拡大に伴い、市場や競争環境の変化に応じて柔軟に活躍するこ
とのできるグローバル人財を育成するために、主として(i)「グローバルに活躍でき
る幹部人財の育成」と(ii)「日本国内で採用した人財のグローバル化」を軸とした
取り組みを実施しています。
i. グローバルに活躍できる幹部人財の育成として、全世界のグループ会社合同で、
次世代を担う経営層を育成するためのGlobal Leadership Program（GLP）を2009年
から実施しています。GLP では、グローバル／ローカル両面の戦略に対する課題を
検討し、その両面からOne NTT DATA を実現するためには何が必要か、何をすべきか
を自分ごととして考えることを目的としており、このようなグローバルのプログラ
ムから輩出された卒業生は900 人となりました（2022年度のGLP新規修了者は31名）。
ⅱ. 日本国内で採用した人財に向けては、グローバルビジネスで活躍できる人財の
育成を目的としたプログラムを各階層に展開しています。例えば若年層向けには
Readiness Drive プログラムを実施しています。このプログラムでは、演習やグ
ループワークを通じて、異文化対応力の強化、自社のグローバルビジネスの理解、
英語力の向上を図るとともに、海外企業に対しビジネス提案や、多国籍チームで働
く実践トレーニングも行います。また、グローバルな実務経験を有する社員を育成
するため、海外案件への派遣を支援するBAA（Business Acceleration Assignments)
プログラムや、オンラインで各国の若手社員が学びを共有するコミュニティNINGEN
（NTT DATA's International Network of NextGEN）の形成を通じ、社員がグローバ
ル対応力を強化できる多様な「場」を提供しています。世界50カ国・地域超に広が
る社員の多様性と個性とを尊重し合える育成の場を実現することは、当社グループ
のダイナミズムそのものであり、より高みのあるビジネスに挑戦する原動力となっ
ています。

（中略）

人材
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（3/4）有価証券報告書（2023年３月期） P31-38 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

2.「Promote Diversity Equity ＆ Inclusion」（多様な人財が活躍できるカルチャーの
醸成）
・当社グループでは、グループビジョンである「Trusted Global Innovator」の3本柱の
ひとつとして、“働く一人ひとりの多様性を尊重することにより創造力を高めていくこ
と”を掲げ、全世界共通の「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン・ステート
メント – “Bloom the Power of Diversity”」のもと、ダイバーシティ、エクイティ&
インクルージョンを推進しています。性別・国籍・性的指向・障がい・スキル・職歴等
を問わず多様な価値観を持つ社員がともに働き、時代の変化に対応した、当社ならでは
の価値を生み出すことをめざしています。

・女性活躍について、当社では2025年度末までに女性管理職比率15%*とすることをNTTグ
ループ全体の目標として2022年度に掲げ、継続的かつ積極的に取り組みを進めています。
女性リーダー候補層を対象とした研修、育児休職中等の社員を対象としたキャリア形成
支援セミナー、仕事と育児の両立事例セミナーなどの取り組みを進めており、女性採用
比率は2016年から継続して30％超、女性の育児休職からの復職率はほぼ100％など、各種
女性比率の向上や、管理職を担う女性社員の増加などの成果をあげています。当社の経
営に携わる執行役員におけるダイバーシティの推進も重要と考えており、女性経営幹部
数（役員、組織長等）は毎年増加し、2022年度は14名となりました。また、女性活躍及
び社員の働き方変革の一環から、男性の育児休職取得の推進にも積極的に取り組んでい
ます。
■女性管理職数の推移

*「一般事業主行動計画（2021年4月から2026年3月の5年間）」では、女性管理職比率10%をめざすもの
として策定。

・また、採用にあたっては国内外で多くの経験者採用を実施しており、入社後の早期定
着、社員のリテンションに積極的に取り組んでいます。特に流動性の高い海外市場にお
いては、経験者採用者には都度各地におけるオンボーディングセッションの実施、
Values（私たちが大切にする価値観） について社員同士が語り合うグローバル全体での
Values Weekワークショップや表彰等の取り組みを通じて、単一組織の域を超え、世界中
の社員が等しく多様に交流できる機会を提供しています。

（中略）（１）

3.「Future Workplace」（業務プロセスと目的に応じて働く場所や時間を柔軟に設定できる環境
の整備）
・働き方変革を実現する具体的な施策のひとつとして、2018年4月には、働く空間・時間のフレ
キシビリティを高めることをめざして従来のテレワーク制度を見直し、実施日数上限の撤廃や、
自宅以外の場所での実施を実現した結果、当社全社員が当制度を活用するようになっています。
更に2020年10月には、在宅勤務率の上昇に伴い増えてきた社員の諸経費負担への対応としてリ
モートワーク手当を創設しました。2022年11月から、多様な働き方を支援するため新たなリアル
とリモートのベストミックスによるハイブリッドワークに対応する制度を実施しています。全社
一律ではなく、組織・プロジェクトの状況などに応じて各組織で働き方改革方針を議論し、業務
目的に応じたリアルとリモートの服務制度、働き方の選択が可能となっています。（2022年度の
リモートワーク率71%）
・場所にとらわれない働き方のほか、勤務時間に関しても柔軟な働き方を推進することを目的に
導入したフレックスタイム制度及び裁量労働制の利用者数はそれぞれ全社員の半数を超えていま
す。加えて、2020 年10 月にはコアタイムを撤廃したスーパーフレックス制度を導入し、より一
層の柔軟な働き方の実現・適用範囲の拡大を実現しました。また、社員のワーク・ライフ・バラ
ンス推進のため、リフレ休暇、アニバーサリー休暇等を設けて、有給休暇の積極活用を奨励して
おり、2022年度の有給休暇取得率は85.2%となりました。制度や労働環境の整備、開発生産性向
上や顧客・取引先との協力による長時間労働を是正し、「労働市場に『選ばれる』企業」をめざ
しています。

■Future Workplaceのコンセプト

（２）

（中略）

多様性社内
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（4/4）有価証券報告書（2023年３月期） P31-38 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

③ リスク管理
当社グループの成長と利益は、デジタル技術等の専門性に基づいて顧客に価

値を提供する優秀な人財の確保・育成に大きく影響されます。こうした優秀な
人財の確保・育成が想定どおりに進まない場合、事業計画の達成が困難になる
ことや、システムやサービスの提供が困難になることがあります。これによっ
て、お客様業務や一般利用者の生活に多大なる影響を及ぼすこととなり、当社
グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があることから、重
要リスクであると認識しています。詳細については、「第一部 企業情報 第2
事業の状況 3 事業等のリスク（10）人財確保に関するリスク」[リスクへの
対応策]をご参照ください。

④ 指標及び目標
当社では、各取り組みの進捗をモニタリングしながら、3つの方針である「

Advanced Training」、「Promote Diversity Equity ＆ Inclusion」、「
Future Workplace」によって人財・組織力の最大化をめざします。
当社グループで定めている指標及び目標は以下のとおりです。

取り組み 指標
実績

（2022年度）

目標

（2023年度）

Advanced 

Training

プロフェッショナル人財の

育成

プロフェッ

ショナルCDP

新規認定者数

1,470名*1

（19,400名*2 ）
1,500名*1

・社員エン

ゲージメント

率

73%以上*3

＜FY22実

績:73%＞

・社員エン

ゲージメント

サーベイ

人財戦略3項目

の

向上率10%以上
*4

(2025年度まで

に)

グローバルに活躍できる

人財の育成

グローバル経

営人財育成プ

ログラム

（GLP）

新規修了者数

31名*2 20名*2

Promote 

Diversity 

Equity＆

Inclusion

多様な人財が

活躍できる

カルチャーの

醸成

性別*5

女性管理職比

率
9.0%

15%以上

(2025年度)

女性新卒採用

比率
35.2% 30%超

男女育休取得

率

(男性)

75.4%

(女性)

101.7%
100%

男女育休復職

率

(男性)

99.3%

(女性)

97.6%
100%

障がい者
障がい者雇用

率
2.3% 2.3%以上

経験者 経験者採用率 48.1% 30%

DEI理解

人権及びDEI

に関する研修

受講率

100% 100%

高い専門性に応じた

多様なキャリアパスの実現

一般社員の

キャリア面談

実施率

- 75%

Future 

Workplace

働く時間と場所を柔軟に設

定できる

環境の整備

リモートワー

ク環境適用率
100% 100%

有給休暇取得

率
85.2% 87%

(注) 特に記載がない限り、当社単体の集計値を記載
*1 当社単体、国内グループ会社及び一部海外グループ会社の集計値
*2 当社グループ連結（国内、海外グループ会社含む）の集計値
*3 社員エンゲージメント率について国内は毎年調査、海外は隔年調査（海外を含めた当社グルー
プ連結の2021年度実績は76%）
*4 社員エンゲージメントサーベイの、成長の機会、多様性の受容、カルチャー・風土に関する3
つの設問の向上率の合計が2022年度実績から10%以上となることをめざす
*5 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差
異についての実績は、「第1 企業の状況 5 従業員の状況 （4）管理職に占める女性労働者の
割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。

多様性人材 社内
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双日株式会社（1/3）有価証券報告書（2023年3月期） P11,44-46 

【従業員の状況】 ※ 一部抜粋

※1 労働基準法第41条第２号で定める監督もしくは管理の地位にある者

※2 アに対するイの割合

ア 2022年度中に子が出生した男性社員の数

イ 2022年度中に出生後１年に満たない子を養育する目的で初めて育児休業などを取

得した男性社員の数

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平

成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の４

第１号における育児休業などの取得割合を算出したものです。

※3 男性社員の年間平均賃金に対する女性社員の年間平均賃金の割合

※4 有期雇用契約から無期雇用契約に転換した個別に雇用契約を締結する社員（契

約社員）を含む

※5 非正社員は男性のみ

※6 掲載会社のうち、双日㈱は女性活躍推進法に基づき、雇用管理区分ごとの男性

の育児休業等取得率を公表

しており、取得者46名のうち１名が非正社員です。

※7 提出会社の男女の賃金の差異については、第２事業の状況 ２サステナビリ

ティに関する考え方及び取組

(2)人材戦略に関する基本方針 女性活躍推進法による情報開示(44～46ページ)に補

足説明を記載しています。

単位 ％
管理職※1に
占める

女性労働者割合

男性の育児休業等
取得率※2 ※6

（取得者/対象者(名)）

男女の賃金の差異※3 ※7

全従業員

正社員 非正社員※4

提出会社

双日㈱ 6.1 100.0 (46/46) 57.3 58.0 52.0

連結会社（300人超）

マリンフーズ㈱ 1.4 65.0 (13/20) 53.5 64.0 62.5

日商エレクトロニクス

㈱
7.1 100.0 (10/10) 79.1 79.1 73.9

（中略）

女性活躍推進法による情報開示（補足説明）

● 当社（提出会社）における男女の賃金の差異の状況について
当社の正社員は総合職と事務職で構成されています。総合職は基幹業務にお

いて主体的に役割を担い、事務職は総合職を補佐し事務処理業務全般を担う職
種です。また、非正社員は主に定年再雇用社員です。

当社では、それぞれの職種毎に役割等級制度を採用し、年齢や性別を問わず、
本人の資質や能力、取り組み意欲に応じて役割が決定されています。職務の内
容や異動の範囲などが同じ役割等級では性別の違いによる賃金の差はありませ
ん。（時間外勤務などの変動要因によるものを除く）

＜年間平均賃金（職位別）＞

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（１）

（１）
（２）

多様性
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双日株式会社（2/3）有価証券報告書（2023年3月期） P11,44-46 

【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

・ 「全従業員」、「正社員」、「非正社員」の雇用管理区分による男女の賃金の
差異
女性活躍推進法に基づく「全従業員」、「正社員」、「非正社員」の雇用管理区

分（以下「女性活躍推進法に基づく雇用管理区分」）で算出した場合の男女の賃金
の差異は以下のとおりです。

＜男女の年間平均賃金の差異(男性社員の年間平均賃金に対する女性社員の年
間平均賃金の割合）＞

全従業員 正社員 非正社員
総合職 事務職

57.3％ 58.0％ 70.1％ － 52.0％

＜人員数(2023年３月31日現在)＞

（人） 全従業員 正社員 非正社員
総合職 事務職

男性 1,754 1,643 1,643 － 111

女性 769 707 335 372 62

計 2,523 2,350 1,978 372 173

・ 女性活躍推進法に基づく雇用管理区分で発生している男女の賃金の差異の理
由と当社の考え方について
女性活躍推進法に基づく雇用管理区分においては男女の賃金の差異が発生して

いますが、その要因として、当社では総合職において管理職層で女性社員の割合
が少なくなっていることが挙げられます。現在、人材戦略の重要施策として、女
性活躍推進に取り組んでいます。2030年代に全社員に占める女性社員比を50％程
度にすることを目指し、新卒及び中途採用における女性総合職社員の採用増加に
加えて、仕事と育児の両立環境の整備、各世代層のパイプライン形成と経験の蓄
積やキャリア意識の醸成を積極的に進めています。今後は管理職層の女性社員増
加により、この要因による男女の賃金の差異は縮小していくと考えています。
各世代層のパイプライン形成については、●女性活躍推進(36～37ページ)をご

参照ください。

また、総合職とは役割が異なる事務職において全員が女性社員（2023年3月
31日時点）となっていることも、男女の賃金の差異の要因です。当社は事務職
を多様な働き方の１つの形態と位置づけ、今後も採用を継続していく方針です。
事務職は、性別に関わりなく選択可能な職種ですが、新卒採用・中途採用共、
応募者は女性となっていることから、今後も男女の賃金の差異への影響は発生
すると考えています。一方、当社では、総合職と事務職との間で相互に職種転
換を可能とする制度を設けており、男女共に入社後に社員個人のキャリア・働
き方に応じた職種転換が可能となっています。

非正社員は、主に定年再雇用制度に基づき、定年退職後（60歳定年制）に有
期雇用社員として継続雇用された社員です。定年再雇用者に対する賃金は、定
年時に担っていた職種と職種毎の役割等級に準じて決定されますが、女性の再
雇用社員の多くが事務職からの雇用継続となっていることから賃金の差異が発
生しており、全従業員の男女の賃金の差異にも影響しています。

＜職種別の人員状況＞

多様性

- 30 -
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

・ 総合職における男女の賃金の差異について
当社は、2016年度に公表した女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画におい

て、2021年度までに新卒女性総合職の採用比率を30％以上に引き上げる目標を設定
しました。2018年度にその比率は目標の30％を超え、以降も30％以上を維持してい
ます。
現在、主任級までの各職位に亘って30％程度を女性総合職が占める人員構成と

なっています。一方で、採用増加前の世代となる係長級以上の上級職をみると、各
職位に在籍する女性総合職の比率が大きく落ち込みます。総合職の職位別年間平均
賃金をみると、職位毎に一定のバランスで女性総合職社員の分布が広がっている下
級職では、男女の賃金の差異は100％に近いものの、上級職になるにつれて漸減し、
部長級を含めた累計（総合職全体）で、70.1％という数値となっています。当社で
は、前述のとおり、経営戦略として女性総合職社員の採用増加（新卒及び中途）と
仕事と育児の両立環境の整備、各世代層のパイプライン形成と経験の蓄積やキャリ
ア意識醸成を積極的に進めています。今後、女性管理職の割合が増えるにつれ、総
合職の全職位に亘って男女の賃金差異が縮小していくと考えています。

＜総合職の職位別人員数（累計）＞

＜総合職の職位別年間平均賃金（累計）＞

多様性
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【従業員の多様性】 ※ 一部抜粋

人材 社内多様性

【人材育成方針】 ※ 一部抜粋



・サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ
URL：https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sustainability-kaiji.html

QRコード：

→主に以下の内容を掲示

 サステナビリティ情報開示に関する金融庁の考え方

 内閣府令改正に係る解説資料（令和５年１月31日改正）

・企業情報の開示に関する情報（記述情報の充実）
URL：https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html

QRコード：

→主に以下の内容を掲示

 記述情報の開示に関する原則

 記述情報の開示の好事例集

企業情報の開示に関する情報（サステナビリティ情報・記述情報の充実）

ご清聴ありがとうございました。
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